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令和７年度第７回富山市農業委員会総会（月次）議事録 

 

１．日    時  　令和７年１０月６日（月） 

午前９時３０分～午前１０時５０分 

２．場    所  　富山市役所　東館８階　８０２会議室 

３．出席委員　　２０人 

　　　　　　　　会　　長　２３番　長谷　幹夫 

　　　　　　　　会長代理　２２番　金田　修一　　 

委　　員　　１番　松本　則幸　　２番　牧野　和吉 

　　　　　　３番　各川　豊章　　４番　茂　　清志 

　　　　　　６番　国谷　　晃　　７番　中村　　敏　　 

８番　大道　勝則　　９番　木下　幸雄 

　１１番　坂井　義彦　１２番　森川　重光 

１３番　北山　久雄　１４番　杉林　清則 

　１５番　熊南　昭浩　１６番　山崎　　修 

　１７番　西田　清範　１８番　林　　作三 

　　　　　２０番　大橋　芳信　２１番　山﨑　　巖　 

　　　　　 

４．欠席委員　　３人　　　　５番　加藤　輝夫　１０番　北森　康雄 

　　　　　　　　　　　　　２４番　金木　洋子 

 

５．議題　　 議案第２２号　農地法第３条の規定による許可申請について　 

議案第２３号　農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定による　

許可申請について 

議案第２４号　 競売買受適格証明書の交付について 

報告事項第２９号　農地法第３条の３の規定による受理について 

報告事項第３０号　農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項第３１号　農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６ 

号の規定による受理について　 
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議　　　　　　事 

 

 事　務　局 本日の月次総会につきましては、加藤委員、北森委員、金木委員より

欠席届があり、出席委員数は２０名でございます。 

「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定による開催要

件、在任委員総数２３名の過半数に達していることから、本総会が成立

していることをご報告いたします。 

議事の進行については、長谷会長にお願いします。

  

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

それでは、ただ今より令和７年度第７回富山市農業委員会月次総会

を開催します。 

 

今ほど、事務局から説明のありましたとおり、１０月１日から松本

委員が農業委員会に加わりました。 

ひきつづき、本市農業の発展のため、農業委員と推進委員が力を合

わせながら、また、意見交換をしながら農業委員会活動を行っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。 

本日は、議案３件、報告事項３件でございます。 

本日の議事録署名委員を私より指名してよろしいでしょうか。 

 

（委員一同　異議なし） 

 

それでは、私の方から指名させていただきます。 

１番　松本委員、２番　牧野委員、両委員にお願いしたいと思いま

す。 

 

議事に入る前にタブレットに送付してある議案書データをお開き

ください。 

ご準備はよろしいでしょうか。 

 

それでは、議案第２２号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

  

事　務　局

 

議案第２２号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明 

いたします。 

議案書は１ページから１２ページまでです。位置図も併せてご覧く

ださい。 

今回の申請件数は、１７件で、申請面積は、２３，３８４．００㎡
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 です。 

許可基準についてですが、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、

地域調和要件について、申請書類においては、各要件を満たしていま

す。 

申請理由及び権利の種類について説明します。議案書２ページをご

覧ください。 

１番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は申

請地が自宅に近接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申

請農地では、水稲を栽培する予定です。 

２番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は耕

作農地に近接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。申請

の農地では、水稲を栽培する予定です。 

３番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は耕

作農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請の

農地では、水稲を栽培する予定です。 

４番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地は

自宅に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農地

では、野菜を栽培する予定です。議案書４ページをご覧ください。 

５番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は自

宅に近接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農地で

は、水稲を栽培する予定です。 

６番は、相手方の要望のため、所有権を移転するものです。申請地

は自宅に近接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農

地では、コシヒカリなどを栽培する予定です。 

７番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地は

耕作農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請

農地では、野菜を栽培する予定です。 

８番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地は

耕作農地に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請

農地では、キュウリ、ナス、トマトなどを栽培する予定です。議案書

６ページをご覧ください。 

９番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は耕 

作農地に近接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。申請

農地では、水稲を栽培する予定です。 

１０番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は

耕作農地に隣接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。申

請農地では、キュウリ、ナスなどを栽培する予定です。 

１１番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。譲受人

は新規農家です。申請地が自宅から通える場所にあるため譲り受ける

ものです。申請農地では野菜を栽培する予定です。 
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 １２番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地

は耕作農地に隣接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。

申請農地ではトマトを栽培する予定です。議案書８ページをご覧くだ

さい。 

１３番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地

は自宅に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農

地では、水稲を栽培する予定です。 

１４番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。譲受人は

地域の中心経営体です。申請農地では、水稲を栽培する予定です。 

１５番は、相手方の要望のため所有権を移転するものです。申請地

は自宅に隣接しており耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農

地では、キュウリ、ナス、トマトなどを栽培する予定です。 

１６番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は

自宅に隣接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。申請農

地では、キュウリ、ナスを栽培する予定です。議案書１０ページをご

覧ください。 

１７番は、労働力不足のため所有権を移転するものです。申請地は

耕作農地に隣接しており、耕作に便利なため譲り受けるものです。申

請農地では、野菜を栽培する予定です。 

以上でございます。

  

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第２２号「農地法第３条の

規定による許可申請について」は、全件、申請どおり「許可」するこ

とといたします。

  

会　　　長 

 

 

 

続きまして、議案第２３号「農地法第４条第１項及び農地法第５条

第１項の規定による許可申請について」を、事務局から説明をお願い

します。 
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事　務　局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、議案第２３号農地法第４条第１項及び農地法第５条第

１項の規定による許可申請についてご説明いたします。 

議案書は１３ページから１７ページになります。 

まずはじめに、９月総会でご審議いただきました案件については、

全件許可となりましたのでご報告いたします。 

今回、４条申請が０件、５条申請が６件、合計面積は９，０２３．

００㎡です。位置図も併せてご確認ください。 

また、農振除外案件は議案書の備考欄に記載しており、今回は５条

申請６番の１件でございます。 

　議案書の１４ページをご覧ください。 

５条申請１番は、富山地域山室中部地区において、砂利採取業者が

陸砂利採取の一時転用を計画しており、許可基準を満たしているため

これを認めるものでございます。期間は許可日から２年間となってお

ります。 

また、この案件については３，０００㎡を超える申請でありますの

で、富山県農業会議への諮問案件となります。 

５条申請２番は、大沢野地域大久保地区において、一般住宅を建築

する計画でございます。申請地のうち、半径５００メートルの範囲内

に医療施設があり、前面道路に公共上下水道管が埋設されている申請

地については、農地区分は「第３種農地」、「原則許可案件」となりま

す。また、１０ヘクタール未満の農地の集団規模であり、過去に土地

改良事業が実施されていない申請地については、農地区分は「第２種

農地」、許可基準は「代替可能性なし」を適用しております。 

議案書の１６ページをご覧ください。 

５条申請３番は、大沢野地域船峅地区において、駐車場を整備する

計画でございます。申請地は１０ヘクタール以上の農地の集団規模に

属する農地であることから、農地区分は「第１種農地」、許可基準は「既

存敷地拡張」を適用しております。 

５条申請４番は、八尾地域杉原東部地区において、既存の農機具格

納庫を賃借する計画でございます。申請地の農地区分は「農用地区域

内農地」、許可基準は「農業用施設」を適用しております。 

５条申請５番は、八尾地域八尾地区において、一般住宅敷地を拡張

する計画でございます。申請地は、都市計画区域の用途区域内にある

農地であることから、農地区分は「第３種農地」、「原則許可案件」と

なります。 

５条申請６番は、婦中地域神保地区において、一般住宅を建築する

計画でございます。申請地は１０ヘクタール以上の集団規模に属する

農地であることから、農地区分は「第１種農地」、許可基準は「集落接

続」を適用しております。 
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 以上でございます。

  

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

現地確認について、報告をお願いします。 

 

（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、 

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

　特にご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可するこ 

とにご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第２３号「農地法第４条第

１項及び第５条第１項の規定による許可申請について」は、全件、「許

可相当」と意見を付して、市長へ送付することといたします。

  

会 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

会 長 

 

 

続きまして、議案第２４号「競売買受適格証明書の交付について」、

事務局から説明をお願いします。 

 

続きまして、議案第２４号買受適格証明書の発行についてご説明い

たします。 

議案書１８ページをご覧下さい。 

　議案書に記載の不動産に対する担保不動産競売事件について、申請

人より競売買受適格証明書の発行を申請されたものです。申請人は、

落札者となった場合には、たけのこを栽培する予定とのことです。証

明書交付基準ですが、３条許可基準と同様で、全部効率利用要件、農

作業常時従事要件、地域調和要件について、願出書類においては各要

件を満たしています。 

　また、申請人が落札者となり、裁判所により売却決定されましたら、

改めて農地法３条の許可申請書を提出することとなり、会長の専決処

分により許可することについて、お諮りするものであります。 

　以上でございます。 

 

それでは、ただ今、説明及び報告がありました証明書の交付につい

て、ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

特にご意見、ご質問等がないようですので、証明書を交付すること

について、ご異議ありませんか。 
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会 長 

 

（異議なしとの発言あり） 

 

異議なしとのことでありますので、議案第２４号「競売買受適格証

明書の交付について」、ご異議なしと認め、交付することといたしま

す。

  

会　　　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　務　局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長

　 

それでは次に、報告事項に移らせていただきます。 

 

　第２９号　農地法第３条の３の規定による受理について　　 

第３０号　農地法第１８条第６項の規定による通知について　　 

第３１号　農地法第４条第１項第７号及び第５条第１項第６号　 

の規定による受理について 

 

を、一括して説明をお願いします。 

 

報告事項第２９号農地法第３条の３の規定による受理について、ご 

報告します。議案書は、２０ページから２６ページです。 

　今回の受理件数は２４件で、全て相続により所有権を取得したもの

です。 

続きまして、報告事項第３０号農地法第１８条第６項の規定による

賃貸借の合意解約について、ご報告いたします。 

議案書は、２７ページから２９ページです。 

解約件数は６件で、解約面積は４６，００８．１１㎡です。今回の

解約に関連する議案及び解約理由は、備考欄記載のとおりです。 

続きまして、報告事項第３１号農地法第４条第１項第７号及び第５

条第１項第６号の規定による受理について、ご報告いたします。 

議案書は３０ページから３３ページをご覧ください。 

今回の受理件数は、４条が２件、５条が６件、合計面積は２，９７

６．９９㎡です。内容、転用目的については記載のとおりです。 

なお、事業面積が１，０００㎡以上で、都市計画法上の開発許可と

同日で受理する予定のものは、３２ページの５条１番の１件となりま

す。 

以上でございます。 

 

　ただ今、説明がありました報告事項について、ご意見、ご質問等が 

ありましたら承りたいと思います。 

 

特に何もないようですので、２．議案・報告事項の議案審議を終了

します。
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会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

〇 〇 委 員 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

事　務　局 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 〇 委 員 

 

 

 

　 

次に３．協議・報告事項等として、「令和８年度農地利用最適化　　

推進施策に関する意見書（案）」について、協議します。 

タブレットに送信してある「【資料１】Ｒ８意見書（案）」をお願い

します。 

 

ご準備はよろしいでしょうか。 

それでは、意見内容については事前に確認いただいていると思いま

すので、皆様のご意見をお伺いします。 

 

まず、１ページ、「１．農地等の利用最適化に関する事項」の「（１）

農地の集積・集約化」について、追加・変更・削除などのご意見があ

ればお願いします。 

 

意見がないようですので、次に、資料２ページ「（２）遊休農地の発

生防止と解消」について、追加・変更・削除などのご意見があればお

願いします。 

 

遊休農地の所有者に対して、「改善するよう周知を行うこと」と書い

てありますが、これは農業委員の仕事なのですか？それとも委員会か

ら所有者へ指導してもらえるのですか？ 

私の担当地域にも、農地を買ったは良いが管理をせず、周囲の農家

に迷惑をかけている方がいます。このような方へは、どこが話をして

いくのでしょうか。 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

　遊休農地の所有者に対しては、まずは農業委員会から所有者に管理

について指導を行うこととなります。その後も改善がなく、かつ、周

辺の営農に悪影響を及ぼしている場合は、農業委員会から市へ要請を

行い、市から所有者に措置命令を行うこととなります。 

　今年度の意見書に追記させていただいたのは、市から所有者へ措置

命令を行う対象として、農地を管理せずに放置した結果、草付けとな

り、害虫等を発生させ、周辺の農地や営農環境に影響を与えるなどの

具体例を示すことで、所有者等に注意喚起を行うという内容です。 

 

わかりました。当該地は農地パトロールの対象地にもなっているの

ですが、所有者へ厳重に指導等していただきたく、別途ご報告します

のでよろしくお願いいたします。 
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 会　　　長 

 

● ● 委 員 

 

 

 

 

事　務　局 

 

 

 

 

 

 

● ● 委 員 

 

会　　　長 

 

会　　　長 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

△ △ 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にご意見はありますか。 

 

〇〇委員からの質問に付随した質問ですが、所有者に農地の管理を

依頼しても「耕作者に委託している」と取り合ってもらえない場合、

耕作者に話をしておりますが、状況は改善されません。所有者と耕作

者、どちらを優先して指導等を行うのでしょうか。 

 

貸借権がついている農地であれば、まずは耕作者に指導をいたしま

す。しかし、耕作者に指導を行っても改善が見られない場合は、所有

者から耕作者（借受者）への管理催告をしてもらうという目的から、

所有者にも指導を行います。また、周辺の営農状況に影響が生じてい

るのであれば、耕作者のみならず所有者も、市から所有者への措置命

令の対象となります。 

 

わかりました。 

 

他にご意見はありますか。 

 

意見がないようですので、次に、資料３ページ及び４ページの「（３）

新規参入の促進」について、追加・変更・削除などのご意見があれば

お願いします。 

 

意見がないようですので、続いて、資料５ページ「（４）中山間地域

における対策」について、追加・変更・削除などのご意見があればお

願いします。 

 

「（１）農地の集積・集約化」において使われている「スマート農業」

という言葉を、「スマート農業および省力機械」に変えていただきたい

です。 

中山間地域では、スマート農業機械に適応するような機器もあるの

ですが、高額で費用対効果がございません。一方、重機に取り付ける

草刈機モアーは、農道の管理を大変省力化してくれました。しかし、

そうした機械はスマートにならないとして、助成対象から外されてし

まいました。そうしたことがあったため、私の方から「（４）中山間地

域における対策」の②省力機械への支援を要望させていただきまし

た。 

国はスマートという言葉を使いたがるのですが、中山間地域では、

スマートだけでは維持していけない現状がありますので、中山間地域

に関しては、省力機械という言葉も付け加えていただきたいです。 
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 事　務　局 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

▲ ▲ 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事　務　局 

 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

 

□ □ 委 員 

 

 

 

 

「（１）農地の集積・集約化」の、②内のスマート農業機械の導入に

ついては、平地だけでなく、中山間地域を含めた市全体の農地を対象

とするものでありますが、スマート農業機械に加え、省力機械もとい

うご意見をいただきました。スマート農業機械の導入の目的は農作業

の省力化を図るということでありますので、意見に省力機械を加えた

いと考えます。 

 

他にご意見はありますか。 

 

あまり関係がない話のため述べるつもりはなかったのですが、中山

間地域等直接支払制度の第６期対策が始まりまして、交付金を受ける

ため、集落に声をかけて３か月ほどかけて書類作成をいたしました。

今回の第６期対策は、担い手不足の解消という国の目標のため、ネッ

トワーク化に取り組むことで加算額があるのですが、高齢化が進んだ

集落にとって、書類作成が大変煩雑で困りました。 

また、これまでの中山間地域等直接支払制度は農地の管理さえして

いれば交付金を受けられたのですが、今回は効率化・費用対効果を求

められるようになりました。中山間地域にとっては、費用対効果を示

すのは難しいという現実を見ていただきたいと感じます。交付金は受

けられることに決まりましたが、求められる費用対効果を示すことが

難しく苦慮しております。国には中山間地域の現実を見て、交付金の

方針を定めていただきたいと思います。 

 

第６期対策が始まるにあたり、国はネットワーク化加算を導入する

ことを決めました。これについては農家から多数反発があったと聞い

ております。▲▲委員がおっしゃられるように、要件が厳しすぎて取

り組んでおられる地域も少ないのではないかと思われます。しかし、

これについては農業委員会が要望しても改善や変更等は難しいもの

であり、また政局もどうなるのかというところでございますので、今

後の動向を注視させていただきたいと思います。 

 

最後に、資料６ページ及び７ページの「２．その他に関する事項」

の「（１）生産資材高騰対策」及び「（２）農業者の経営安定対策等」

について、追加・変更・削除などのご意見があればお願いします。 

 

住宅地と住宅地の間の、機械が入れないような狭小な農地に受け手

がいないことに問題を感じています。機械の大型化に伴い、このよう

な農地はどんどん増えて来ており、放棄田・遊休農地が生じておりま

す。こうした農地に対する対策も必要ではないかと思います。 
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 事　務　局 

 

 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

 

 

会　　　長 

 

 

 

 

会　　　長 

おっしゃられるように、大規模化した農地であれば受け手の需要も

ありますが、団地化されたほ場の中なら良いのですが、機械での作業

が難しいところでは受け手がいないのが現実だと思います。 

しかし、どういった対策を行ったら効果があるのか、有効なのかの

答えがありませんので、意見とすることや意見としてあげる内容など

を、農業委員の皆様と協議させていただきたいと思います。 

 

それでは「意見書」の内容については、本日の協議結果をふまえて

運営委員会で、決定したいと思います。 

 

　次に、「農業委員募集における応募状況の最終報告」について、事

務局より説明をお願いします。 

　 

（事務局説明） 

 

　今ほど、説明のありました「農業委員募集における応募状況の最終

報告」について、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 

　最後に、その他として、「タブレットによる農地調査」について事

務局よりお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

　委員の皆様には、農地の適正利用の確保のため、また、タブレット

を活用する意味でも、ご協力をお願いします。 

 

　次に、４．事務連絡等について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

ただ今、説明のありました連絡事項について、ご意見、ご質問等が

ありましたら承りたいと思います。

  

会　　　長 

　 

　それでは、これにて令和７年度第７回富山市農業委員会月次総会を 

終わらせていただきます。


